
船舶インシデント調査報告書 

平成２８年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２７年１０月２日 ０６時００分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼漁港 

 気仙沼港導灯（後灯）から真方位２５２°０.５海里付近 

 （概位 北緯３８°５３.９′ 東経１４１°３５.０′） 

インシデントの概要  漁船第一八三佐賀
さ が

明神
みょうじん

丸は、揚錨作業中、プロペラに錨索が絡ま

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年３月８日、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一八三佐賀明神丸、１６８トン 

 １３３８８７、明神水産株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 高潮期 

気仙沼市には、１０月１日０９時２５分に高潮注意報、１４時１８

分に暴風警報、２０時０６分に波浪警報がそれぞれ発表されており、

本インシデント当時も継続中であった。 

 インシデントの経過 本船は、船長が操船し、気仙沼漁港の魚市場前岸壁を離れ、微速力

前進で左回頭しながら揚錨作業中、船尾方から風波を受けて船体が前

方に圧流され、プロペラに錨索が絡まった。 

本船は、船長が船尾から振動を感じてすぐにクラッチを切ったもの

の、主機の運転ができなくなり、潜水業者を手配してプロペラに絡ま

った錨索が除去された。 

分析 本船は、プロペラに錨索が絡まったことから、主機の運転ができな

くなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、プロペラに錨索が絡まったため、主機

の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・荒天時に揚錨する際は、プロペラに錨索が絡まることがないよ

う、風波等の影響を考慮して、慎重な操船を行うこと。 

 


